
議会の権限に属する軽易な事項で管理者が専決処分すること

ができる事項の指定 

平成２７年２月１６日 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

り、議会の権限に属する軽易な事項で管理者が専決処分することができ

る事項を次のとおり指定する。 

 

記 

 

法律上、組合の義務に属する損害賠償の額を定めることのうち１件１

００万円以下のもの及びこれに係る和解をすること。ただし、自動車事

故に係るものにあっては、自動車損害賠償保障法（昭和３０年法律第９

７号）に規定する保険金頷の最高額の範囲内及び全国市有物件災害共済

会の損害共済委託契約頷の範囲内とする。 

 


